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本日の御議論

⚫ 現在、2023年4月1日からのレベニューキャップ制度の開始に向け、第一規制期間
（2023～2027年度）に係る適切な収入の見通しの算定に向けた準備が進んでいる。

⚫ 各一般送配電事業者が作成する前提計画（需要や供給力の見通し、再エネ連系量
の見通し等）については、国が公表した指針を踏まえ、供給計画等を基本として算定さ
れている。

⚫ 今後、正式な申請を踏まえ、年末にかけて電取委にて査定が進んでいくが、本日は、査
定の前提となる需要見通しや再エネの導入見通しについて、エネルギー政策との整合性
の観点から御意見をいただきたい。



⚫ 新しい託送料金制度では、一般送配電事業者が、一定期間ごとに収入上限について承認を受け、その範囲
で柔軟に料金を設定できることとされている。本制度が、一般送配電事業者が、送配電費用を最大限抑制し
つつ、必要な投資を確実に実施する仕組みとなるようその詳細を設計していく必要がある。

（参考）レベニューキャップ制度の概要
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（収入の見通し）

の算定

【国の承認】

期初
（規制期間開始時）

期中
（規制期間中）

事後
（規制期間終了時）

事業計画
の達成状況
を評価

収入上限を
超えて収入を
得ていないか
等の評価

収入上限を超えない範囲で料金設定

収入上限
指
針

事業計画の策定

・・・

収入上限

実
績
費
用

事業計画の策定

翌期

事業計画に基づき
送配電事業を実施

必要に応じて期中に評価

再エネ主力電源化や
レジリエンス強化等に向けた

投資を確実に実施

実績費用が収入上限を下回る場合、
効率化分は事業者の利益となる
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（出所）託送料金制度（レベニューキャップ制度）中間
とりまとめ 詳細参考資料（2021年11月）
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今後の業務フローについて

⚫ 2023年4月1日よりレベニューキャップ制度を開始する方向で準備を進めていく観点から、収入
の見通しの算定に関する省令等が公布され次第、第一規制期間に係る適切な収入の見通しの
算定を進めることが望ましい。

⚫ 本算定にあたっては、国による統計手法等を用いた１０社比較（以下「統計査定等」という。）
を反映することなどが求められる。一般送配電事業者による収入の見通しの算定に係る準備作業
を進める観点から、一般送配電事業者から収入の見通しに関する書類の提出を受けた上で、電
力・ガス取引監視等委員会において、統計査定等を開始できるよう、資料を送付する。

⚫ なお、改正電気事業法では、収入の見通しの承認を受けた後に、託送供給等約款の変更を行う
こととなった。他方で、託送料金の予見性や透明性の確保の観点から、収入の見通しに関する書
類の提出に併せて、当該収入の見通しに基づいて、現行の料金算定規則に準じて算定した電
圧別平均単価の参考値を示すことが望ましい。

出典：第52回 総合資源エネルギー調査会 電力・ガス
事業分科会 電力・ガス基本政策小委員会 資料3-4



（参考）持続可能なエネルギーシステムの実現に向けた方向性

⚫ カーボンニュートラルの実現に向けて、脱炭素電源の増強や、再エネを支える送配電網
の増強・柔軟性の確保が不可欠。

⚫ このような電力システムへの新たな投資は、化石燃料依存度の低減を通じ、中長期的
な電力コスト抑制やエネルギー経済安全保障に寄与。

⚫ このため、当面は、可能な限りコストを抑制しつつも、将来の持続可能なエネルギーシ
ステムの実現に向け、必要な投資を確実に行っていくことが重要。

⚫ そのためには、これらの投資に要するコストを確実に確保していくことが必要。

＜現状＞ ＜将来＞＜当面の方向性＞
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脱炭素
新規投資↑必要投資確保

↓可能な限り
コスト抑制

↑必要投資確保
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コスト抑制

可能な限りコスト抑制しつつ
必要な投資を確実に確保

再エネ大量導入を
支える

次世代NWの形成

カーボンニュートラル
の実現

再エネ主力電源化
脱炭素電源

↓化石燃料
依存度低減

中長期的な電力コスト抑制
エネルギー経済安全保障を目指す

↓可能な限り
コスト抑制
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（出所）第43回電力・ガス事業分科会電力・ガス基
本政策小委員会（2021年12月27日） 資料４



6

需要の見通し

⚫ 一般送配電事業者が作成した前提計画において、2023～2027年度（第一規制期
間）の全国の需要合計の見通しは、8,300～8,400億kWhである。

⚫ これは、電力広域的運営推進機関が毎年度取りまとめている供給計画をベースとしたも
のであり、電化の進展を含めた経済社会構造の変化に伴う今後の需要動向に留意する
必要があるものの、現時点での想定として概ね妥当と考えられる。

⚫ なお、2030年度以降、カーボンニュートラルの実現に向けて、運輸部門を中心に電化を
進めることが重要であり、各一般送配電事業者においては、中長期的な電力需要の見
通しを踏まえつつ、時間的余裕を持って設備形成を進めていく必要がある。



7

（参考）前提計画（需要） -提出概要-

⚫ 前提計画（需要）の各年度の見通しは下記の通りである。

出典：第17回料金制度専門会合
資料４
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（参考）需要電力量（kWh）の想定フロー概要について

⚫ 各一般送配電事業者は用途別の需要電力量を想定するに当たり、広域が策定した需
要想定要領における「経済見通し」を用いている。

出典：第17回料金制度専門会合
資料４



2050年CNに向けたエネルギー構造の変化

9

⚫ 社会全体としてカーボンニュートラルを実現するには、電力部門では脱炭素電源の拡大、産業・
民生・運輸（非電力）部門（燃料利用・熱利用）においては、脱炭素化された電力による電
化、水素化、メタネーション、合成燃料等を通じた脱炭素化を進めることが必要。

⚫ こうした取組を進める上では、国民負担を抑制するため既存設備を最大限活用するとともに、需
要サイドにおけるエネルギー転換への受容性を高めるなど、段階的な取組が必要。

水素（水素還元製鉄、
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メタネーション、
合成燃料
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産業
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非
電
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電
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10.3億トン
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排出＋吸収で実質0トン
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※数値はエネルギー起源CO2
炭
素

除
去

植林、
DACCSなど

バイオマス

電力

民生
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運輸

2030年度

（GHG全体で2013年比▲46%）

※更に50％の高みに向け挑戦を続ける



再エネ連系量の見通し

⚫ 一般送配電事業者が作成した前提計画において、全国の再エネ（水力を除く）の連系量合計の
見通しは、第一規制期間最終年度の2027年度において、設備容量約10,305万kW、発電電
力量約1,650億kWhである。

⚫ これらの数字について、一定の仮定を置いて2030年度のエネルギーミックスと比較すると、kWベー
スでは太陽光約８割程度、風力約５割程度、kWhベースでは太陽光約７割程度、風力約４
割程度となっている。

⚫ これは、2030年度を目標とするエネルギーミックスと、2027年度を最終年度とする前提計画とで3
年間の差異があることに加え、前提計画がベースとする供給計画とエネルギーミックスとは、それぞれ
の目的・趣旨や作成方法等が異なるためである。

⚫ 供給計画は、全国の需給バランスの把握・評価を目的に、各電気事業者が現時点での事業環境
等を踏まえて作成した計画を積み上げたものであり、政策効果は基本的に織り込んでいない。一方、
エネルギーミックスは、国全体として目指すべき方向性を示すものであり、今後講じる様々な政策の
効果を織り込んだ野心的な見通しである。

⚫ 実際、現在検討中のマスタープラン等に基づく系統整備費用などは、今後具体化される予定。

⚫ したがって、供給計画をベースとした一般送配電事業者の前提計画が、エネルギーミックスに比べて
保守的ではあるものの、現時点において、必ずしもこれらが整合的なものである必要はないと考えら
れる。

⚫ 他方、今後のエネルギー政策の動向を踏まえつつ、再エネの導入拡大に合わせて適時に系統整備
等が行われる必要がある。このため、レベニューキャップ制度の下で、本委員会等において定期的に
エネルギー政策との整合性を確認し、期中調整を念頭に、必要に応じ、提出する計画の変更を求
めることとしてはどうか。 10
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（参考）前提計画（再エネ連系量） ー提出概要ー

⚫ 前提計画（再エネ連系量）の各年度の見通しは以下のとおりである。

出典：第16回料金制度専門会合
資料5
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各社からのRC申請状況（kW、kWhベース）

⚫ 2027年断面での導入量は、kWベースでは太陽光約８割程度、風力約５割程度、
kWhベースでは太陽光約７割程度、風力約４割程度の導入量となっている。

接続容量
（万kW）

北海道 東北 東京 中部 北陸 関西 中国 四国 九州 沖縄
各社
平均

RC計
RC申請/
ミックス

太陽光 239 1,234.8 2,009.1 1,165 142.4 945.5 829.8 368.2 1,438 48.7 842.1 8,420.5 81％

風力 172 331.7 40.4 45 109.3 21.9 105.5 64.1 239 2.0 113.1 1,130.9 48％

その他 60 106.9 126.3 85 15.5 58.6 129.9 42.7 122 6.8 75.4 753.7 79％

合計 471 1,673.4 2,175.8 1,295 267.2 1,026.0 1,065.2 475.0 1,799 57.5 1,030.5 10,305.1 75％

出典：第14回、第15回料金制度専門会合の
各一般送配電事業者申請資料より作成

発電電力量
（億kWh）

北海道 東北 東京 中部 北陸 関西 中国 四国 九州 沖縄
各社
平均

RC計
RC申請/
ミックス

太陽光 33.9 137.9 243 - 16.0 125.6 100.6 45.5 142 5.3 94.4 849.8 66％

風力 38.6 68.5 11.3 - 15.5 3.9 14.1 13.4 31 0.6 21.9 196.9 39％

その他 28.6 68.3 78.4 - 25.1 30.3 65.3 28.0 73 4.2 44.6 401.2 69％

合計 101.1 274.7 332.7 204 56.6 159.8 180.0 86.9 246 10.1 165.2 1,651.9 69％

※その他は、地熱＋バイオマス＋廃棄物 （注：水力及び揚水除く） ※ミックスの数字は2030年度、RCの数字は2027年度の数字

※１改訂ミックス水準における各電源の設備利用率は、「総合エネルギー統計」の発電量と再エネ導入量から、3年平均を試算したデータ等を利用
（総合資源エネルギー調査会 再生可能エネルギー大量導入・次世代電力ネットワーク小委員会（第31回）資料２参照）

※２前提計画のベースとなる供給計画における各電源の設備利用率は、系統連系申込状況や過去の伸び率の実績を基に、設備容量(kW)、送電端電力量(kWh)から算出されたもの
（2022年度供給計画の取りまとめ（2022年3月 電力広域的運営推進機関）参照）
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（参考）2030年度のエネルギーミックス

⚫ 第6次エネルギー基本計画（2021年10月22日閣議決定）において、2030年度のエ
ネルギーミックスにおける非化石比率は約６割とされ、再エネ比率は倍増の４割弱。

⚫ 一方、化石比率は足下の８割弱から約４割にまで半減。
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（参考）目標計画の確認について －目標項目（２）－ １/２

⚫ 達成すべき目標項目（２） 「設備拡充の達成」に関する各社の具体的な取組については、規制
期間中において、再エネ連系量などが大幅に増加した場合等においては、必要に応じて、拡充投
資計画の必要な見直しを行い、収入上限の期中調整を行うことを求めることとしたい。

⚫ なお、各社とも、悪天候や停電確保困難等により工事に遅れが生じる場合には、工事の優先度
及び施工力を勘案しつつ、必要な工程調整等を実施することを確認した。

出典：第17回料金制度専門会合
資料3
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（参考）目標計画の確認について －目標項目（２）－ ２/２ 出典：第17回料金制度専門会合
資料3
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（参考）目標計画の確認について －目標項目（６）ー １/２

⚫ 達成すべき目標項目（６） 「系統の有効活用や混雑管理に資する対応」に関する各社の対応
については、再給電やノンファーム型接続に係る制御システムの導入、ダイナミックレーティングの実施
などが確認された。

出典：第17回料金制度専門会合
資料3



（参考）目標計画の確認について －目標項目（６）ー ２/２ 出典：第17回料金制度専門会合
資料3
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